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⚫ 消費者被害（消費者事故/消費者トラブル）と呼ばれるもののは、大きくわけて
２つのタイプがある
➢ 生命・身体に被害が及ぶもの（事故によって消費者の安全を損なうもの）
➢ 財産に被害が及ぶもの（消費者の取引の健全性を損なうもの）

⚫ 本日は、お金に関する被害を中心に話をすすめる

⚫ 日本の法律では、原則、取引をする人の間で、売買する物・サービス、価格、
数量、その他の条件を自由に決められる

⚫ しかし、消費者を守るため、通常の企業同士の商取引とは異なる規制や仕組み
が設けられている
（例）クーリング・オフ（Cooling Off：頭を冷やす）
訪問販売・電話勧誘販売などで購入した場合、通常8日以内なら、書面・イ

ンターネットで通知すれば契約を解除でき、手数料・違約金は取られない
（店舗販売、通信販売などでは原則できない。また、消耗品などのできない商
品もある。通常、クーリング・オフできるかの説明がある）
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消費者被害



⚫ 消費者と事業者には、情報力と交渉力に大きな差があるため、消費者が対等な立
場で、よく考えて納得して取引ができるようにするため
➢ 消費者はすべての商品やサービスについて詳しいわけではない
➢ 消費者は健全に判断できない場合もある
➢ 交渉するには、時間、費用、精神的な負担が生じる
→消費者の立場を強めないと（法的に微妙なグレーゾーンも含めて）悪質事業者
が増加しかねない

⚫ 各省庁とも消費者保護に力をいれている一方、悪質事業者の手法は日々変化

⚫ 消費者トラブルをなるべく早く・低コストで相談・解決するための組織も整備
➢ 企業のお客様相談窓口
➢ 県や市町村の消費生活センター
➢ 民間団体や弁護士会のＡＤＲ(裁判外紛争解決手続）機関
→近年、法務省の認証ADR制度ができ、消費者被害だけでなく、労働、金融、
住宅、知的財産などのADRの利用が可能になっている（かいけつサポート）
＊法テラス（どのような相談解決方法・機関があるか教えてくれる）
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消費者保護の理由

https://www.adr.go.jp/


⚫ 県や市町村に設置されている消費生活センターは、電話や対面で消費者トラブ
ルの相談を無料で行ってくれる組織（電話で188にかけると最寄りのセンターに
つながる）

⚫ 国民生活センターとは、全国の消費生活センターを支援する国の組織
➢ 消費生活センターが行う相談についての助言・研修
➢ PIONETを使った消費者被害の動向の把握
➢ 商品が日常的な使用法で危険性があるかのテスト
➢ 消費者被害に関するADR

⚫ PIONET（パイオネット）
全国の消費生活センターをオンラインで結び、消費生活に関する相談情報を蓄
積しているデータベース。消費生活センターの端末からアクセスすることで、
消費者被害の事例や解決例を参照できる
➢ 消費生活センターにおける相談に活用（解決するための参考）
➢ 消費者政策の企画（立法・規制）や法執行（個別の事件の端緒情報）に活用
➢ 消費者への注意喚起 4

消費生活センターとPIONET

https://www.kokusen.go.jp/map/ncac_map11.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/assets/local_cooperation_cms204_240228_01.pdf


⚫ 件数は近年90万件前後で推移。20年前に急増した架空請求（身に覚えのない代金の
請求）は、2018年ごろ一時的に増加したが、最近は落ち着いている

⚫ 年齢別では65歳以上も3割を占め、性別ではやや女性が多い
⚫ 金額は65歳以上のほうが大きい
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消費者トラブルの現状

（出所）消費者庁「令和６年版消費者白書」



⚫ 件数では、通信サービス（デジタルコンテンツ）、食料品（健康食品）、保健衛生
品（化粧品）が多い。商品一般は架空請求が含まれる

⚫ 平均金額では、工事・建築・加工（リフォーム・屋根工事）、土地・建物・設備
（給湯器・太陽光パネル）、金融・保険サービス（ローン）が大きい
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消費者トラブル（商品・サービス別）

（出所）消費者庁「令和3年版消費者白書」



若い世代では、男女とも
に、出会い系、内職・副
業が多く、20代になる
と、賃貸アパート、ロー
ン、役務その他サービス
（コンサルティングな
ど）も増える

⚫ 男性は、10代はイン
ターネットゲーム、
20代は自動車も多い

⚫ 女性は、脱毛エステ
が、どの年代も1位

7

消費者トラブル（若者）

（出所）消費者庁「令和６年版消費者白書」



高齢者では、商品一般、
IT関連（携帯、光ファ
イバー、役務その他
サービス）、健康食品
が多い

⚫ 75歳以上は男女とも
に屋根工事、修理
サービスが増える

⚫ 女性は65歳～74歳で
は化粧品が多い
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消費者トラブル（高齢者）

（出所）消費者庁「令和６年版消費者白書」



⚫ 人間は様々な心理バイア
ス(考え方のくせ)を持ち、
そこを利用した販売方法
が考案されてきた

⚫ その場合、消費者の満足
を高めるような結果とな
らないこともある
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デジタル化による新たな課題

（出所）消費者庁「令和６年版消費者白書」

⚫ デジタル技術の進展により、事業者の都合のよい方向に消費者を誘導する仕組みが
開発されている（ダーク・コマーシャル・パターン）
(例)「都合のよい選択肢を目立たせる」「あと何分のカウントダウン」「登録は簡
単だが、解約は手間がかかる」「最終段階で新しい料金・条件が発生」など

⚫ さらに、AIを使って個人の嗜好・行動を分析し、「おすすめ」を提案することで事
業者の有利な方向に誘導することも可能になってきてきいる

→現在、必ずしも違法ではないが、世界的に対応が検討されている



最近の消費者被害の事例

ー国民生活センターHP「高齢者の消費者被害」よりー
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（出所）国民生活センターHP
「高齢者の消費者被害」

屋根工事（相談事例）
⚫ 「屋根瓦がずれているのが見えた」と来訪した業者との契約をクーリング・オフしたい。
⚫ 実家の父がずれた瓦の写真を見せられ修理工事の契約をしたがキャンセルできるか。
⚫ 屋根や外壁、床下等の修繕を次々と勧誘され契約した。
⚫ 「近所で工事している」と言うので点検を依頼したが、近所の工事はうそだった。
⚫ ドローンで撮影したという写真を見せられ契約したが解約したい。
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（出所）国民生活センターHP
「高齢者の消費者被害」

給湯器（相談事例）
⚫ ガス会社だと思い点検を依頼し給湯器交換の契約をしたが、高額だった。
⚫ 自治体から委託されたという業者の点検後に温水器の交換が必要と言われた。
⚫ 今なら割引できると言われ契約したが、不審に思ったので解約したい。
⚫ 無料点検と言われ依頼したが、新しい給湯器への交換を勧められて契約したので解約したい
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（出所）国民生活センターHP
「高齢者の消費者被害」

訪問購入（相談事例）
⚫ 困っている人の役に立つと言われ訪問を承諾したが、とにかく家に上がろうとする。
⚫ 断ってもしつこく勧誘され、長く話し込んで個人情報を話してしまった。
⚫ 皿だけのはずが、売るつもりのない貴金属まで強引に買い取られてしまった。
⚫ 断ってもしつこく居座られ、二束三文で貴金属を買い取られてしまった。
⚫ クーリング・オフ後返品してもらったが、指輪が2つ足りない。
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（出所）国民生活センターHP
「高齢者の消費者被害」

パソコンの警告（相談事例）
⚫ パソコンでインターネットを利用中に突然、大音量の警告音が鳴り「ウイルスに感染した可能性が
ある」と警告画面が表示された。マイクロソフト社を名乗る電話番号の表示があったので電話をし
たところ、外国人らしき人が出て、遠隔操作ソフトをインストールするよう指示され、パソコン内
を遠隔操作で見てもらった。相手から「最近、銀行の取引をしたか」と聞かれたので、「インター
ネットバンキングを利用した」と告げると、ログインするよう指示された。パソコンの修理代とし
て100円を請求されたので、インターネットバンキングの画面で送金額を100円と入力したはずが、
遠隔操作によって「0（ゼロ）」を追加され、100万円に変更され送金されてしまった。



15（出所）国民生活センターHP「高齢者の消費者被害」

SNSをきっかけとした投資（相談事例）
⚫ 母から相続した資産で投資をしようと考えていたところ、有名経済評論家が主催する投資相談の

SNS広告が表示され、100万円が1億円になったとの体験談が掲載されていたので興味を持ち、メッ
セージアプリへ登録した。すると有名経済評論家のアシスタントを名乗る人からメッセージが届き、
海外株が短期で値上がりすると投資話を持ちかけられた。有名経済評論家が言うことなら信用でき
ると思い100万円を振り込んだ。すると後日「100万円では利益が少ない。追加で100万円を振り込
むように」とメッセージが届き、別の銀行口座へ振り込んだ。

⚫ 1週間後、「もっと利益が高い投資があ
る。経済評論家の先生へメッセージを
送ってください」と連絡があり、別の
銀行口座へ750万円と50万円を振り込ん
だ。さらにその2週間後、短期投資の話
を持ち掛けられて250万円を2回、計500
万円を新たな指定口座へ振り込んだ。

⚫ その後、運用状況で確認すると6,000万
円の利益があったので資金を引き出し
たいと申し出たところ、出金手数料900
万円と、運用している海外の株式市場
に税金1,300万円を支払わないと出金で
きないと言われた。



16（出所）国民生活センターHP「高齢者の消費者被害」

定期購入（相談事例）
⚫ SNSで初回980円のダイエットサプリの広告を見てクレ

ジットカード払いで注文した。その後商品が届き、中身を
確認したら6箱入っていて、代金も約2万円になっていた。
1箱のみ980円で注文したつもりだったが、申し込む際に
「期間限定クーポンプレゼント」を選択したことで、約2
万円の商品が3カ月ごとに届く定期購入になっていたよう
だ。次回以降は解約したいが、事業者の電話番号にかけて
もつながらない。どうしたら解約できるか。

⚫ SNS の広告に「白髪が目立たなくなる」とあるのを見て、
事業者の販売サイトに進み、育毛エッセンスをコンビニ後
払いで申し込んだ。支払代金が約 2,000 円であり、いつ
でも解約可能な定期購入と思っていたが、事業者より商品
発送メールが届き、後払い事業者から３本で約１万 6,000
円の請求メールが届いた。あまりに高額なことに驚き、販
売サイトの事業者に電話したところ、「５回継続が条件の
コース（支払総額約６万 7,000 円）を申し込んでいるので
解約はできない。どうしても解約したい場合は、２回目の
代金を支払った上で違約金約２万 5,000 円を支払うこと
になる」と言われた。そのような契約を結んだ覚えはない。
違約金を支払わずに２回目までで解約したい



17（出所）国民生活センターHP「高齢者の消費者被害」

棺内のドライアイス（事故事例）
⚫ 葬儀場において、ドライアイスを敷き詰めた棺桶の小窓

を開けたそばで、意識不明の状態で発見され、搬送先の
病院で死亡した。

⚫ 自宅において、ドライアイスを敷き詰めた棺桶内に顔を
入れた状態で発見され、死亡が確認された。

国民生活センターによる実験



消費者トラブルでお困りになったら、お住まいの市町村の消費生活セン
ターにご相談をお考えください

ご清聴ありがとうございました

本日はこれでおしまいです
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